
【主　　催】

・旭区民スポーツ祭実行委員会　・ 旭区役所

【協　　賛】

・旭区社会福祉協議会 ・旭防犯協会

・横浜旭ライオンズクラブ ・旭区商店会連合会

・横浜旭ロータリークラブ ・旭区保護司会

【審判協力】

・旭区スポーツ協会ソフトボール部 ・旭区スポーツ協会野球部

・旭区ミニ・バスケットボール連盟 ・旭区スポーツ協会卓球部

・旭区スポーツ協会バレーボール部 ・旭区少年野球連盟

・旭区さわやかスポーツ普及委員会

旭区マスコットキャラクター
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岩 崎 貢 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 会 長 競 技 委 員 長

濱 本 茂 之 旭 区 青 少 年 指 導 員 連 絡 協 議 会 会 長

嶋 﨑 伸 子 旭 区 子 ど も 会 育 成 連 絡 協 議 会 会 長

和 田 栄 一 旭 区 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 会 長

林 重 克 旭区連合自治会町内会連絡協議会 副 会 長

安 藤 眞 弘 旭区連合自治会町内会連絡協議会 副 会 長

河 野 範 秀 旭 区 青 少 年 指 導 員 連 絡 協 議 会 副 会 長

柴 田 祐 美 子 旭 区 子 ど も 会 育 成 連 絡 協 議 会 副 会 長

鹿 野 俊 明 旭 区 ス ポ ー ツ 協 会 副 会 長

川 原 秀 子 旭 区 ス ポ ー ツ 協 会 副 会 長

高 橋 政 明 旭 区 ス ポ ー ツ 協 会 副 会 長

村 松 剛 旭 区 ス ポ ー ツ 協 会 副 会 長

湯 田 達 彦 旭 区 青 少 年 指 導 員 連 絡 協 議 会 副 会 長

磯 野 寛 旭 区 青 少 年 指 導 員 連 絡 協 議 会 副 会 長

望 月 規 弘 旭 区 青 少 年 指 導 員 連 絡 協 議 会 副 会 長

河 原 斎 旭 区 青 少 年 指 導 員 連 絡 協 議 会 副 会 長

藤 波 征 子 旭 区 子 ど も 会 育 成 連 絡 協 議 会 副 会 長

星 睦 旭 区 子 ど も 会 育 成 連 絡 協 議 会 副 会 長

君 島 義 二 郎 旭 区 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 副 会 長

小 池 雅 英 旭 区 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 副 会 長

長 沼 伸 行 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 副 会 長 （ 若 葉 台 地 区 会 長 ） 競 技 副 委 員 長

土 岐 武 信 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 副会長（万騎が原地区会長） 競 技 副 委 員 長

阿 久 津 康 久 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 副 会 長 （ 二 俣 川 地 区 会 長 ） 競 技 副 委 員 長

志 賀 恒 雄 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 鶴 ヶ 峰 地 区 会 長 競 技 委 員

庄 司 正 良 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 白 根 地 区 会 長 競 技 委 員

髙 井 多 美 子 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 旭 北 地 区 会 長 競 技 委 員

衛 藤 幸 男 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 上 白 根 地 区 会 長 競 技 委 員

桜 井 貞 昭 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 川 井 地 区 会 長 競 技 委 員

岩 城 文 吉 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 笹 野 台 地 区 会 長 競 技 委 員

小 林 隆 広 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 希 望 ヶ 丘 地 区 会 長 競 技 委 員

佐 藤 雄 一 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 希 望 が 丘 東 地 区 会 長 競 技 委 員

上 畑 敏 夫 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 希 望 が 丘 南 地 区 会 長 競 技 委 員

石 塚 慶 和 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 さ ち が 丘 地 区 会 長 競 技 委 員

庄 司 行 弘 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 二 俣 川 NT 地 区 会 長 競 技 委 員

会計 須 藤 賢 一 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 旭 中 央 地 区 会 長 競 技 委 員

松 田 秀 一 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 旭 南 部 地 区 会 長 競 技 委 員

小 田 博 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 左 近 山 地 区 会 長 競 技 委 員

浅 井 昇 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 市 沢 地 区 会 長 競 技 委 員

渡 邊 富 次 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 顧 問

南 勇 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 顧 問

杉 山 正 明 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 顧 問

荒 木 要 旭区スポーツ推進委員連絡協議会 顧 問

山 岸 弘 樹 旭区連合自治会町内会連絡協議会 会 長

伊 澤 万 樹 旭 区 ス ポ ー ツ 協 会 会 長

権 藤 由 紀 子 旭 区 役 所 区 長
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2022旭区民スポーツ祭実行委員会名簿

委 員 長

副 委 員 長

監 事
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2022 旭区民スポーツ祭 実施要項 

１ 目的 

  本事業を実施することにより、区民の体力向上・健康維持、青少年の健全育成、及び地域の活性化

を図ることを目的とする。 

２ 実施主体 

旭区民スポーツ祭実行委員会 

３ 実行委員会の組織 

実行委員会は、次に掲げる団体の代表者をもって組織する。 

(1) 旭区連合自治会町内会連絡協議会

(2) 旭区スポーツ協会

(3) 旭区スポーツ推進委員連絡協議会

(4) 旭区青少年指導員連絡協議会

(5) 旭区子ども会育成連絡協議会

(6) 旭区老人クラブ連合会

４ 各団体の役割等 

(1) 大会開催要項は、旭区スポーツ推進委員連絡協議会が作成する。

(2) 区大会の運営は、旭区スポーツ推進委員連絡協議会が中心となって行う。

(3) 旭区スポーツ推進委員連絡協議会地区会長は、競技委員として区大会を運営する。また、競技委

員長には同協議会会長が、競技副委員長には同協議会副会長がそれぞれ就任する。 

(4) 旭区スポーツ協会は、審判派遣を主として大会運営に参加する。

(5) 上記以外の団体は、主に地区大会の実施、チームづくり、広報等を行う。

５ 大会の日程、種目及び会場 

2022 旭区民スポーツ祭（実施予定表）のとおり （20 ページ参照） 

６ 地区大会の実施及び区大会への出場 

(1) 地区大会は、「大会開催要項」（3 ページ～）にもとづきそれぞれの地区で実施する。

(2) 地区大会は、連合自治会町内会エリア毎で行い区大会に出場する代表チームを選出する。

(3) 地区大会のチーム編成は、各連合自治会町内会エリア内の町内会単位で行う。単一の町内会での

チーム編成が困難な場合は、複数の町内会合同でチームを編成する。なお、他の連合自治会町内会

エリアに所属する町内会と合同でのチーム編成はできないものとする。
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７ 地区大会参加申し込み方法等 

(1) 参加するチームの監督が地区スポーツ推進委員連絡協議会会長（名簿：表紙裏面参照）に所定の

申込書を提出する。 

(2) 各地区スポーツ推進委員連絡協議会は、大会実施前に所定の「地区大会実施計画書」を作成して、

すみやかに旭区民スポーツ祭実行委員会事務局に提出する。 

８ 表彰 

(1) 種目別表彰

種目ごとに１位から４位までを表彰する。

(2) 総合表彰

ア 全種目の得点合計により、１位から６位までの地区を決定し表彰する。

イ 各種目の得点は次のとおりとする。

優勝８点、準優勝７点、３位６点、４位５点、以下４点、３点、参加点５点

（参加点は、選手全員が参加資格を満たし、かつ試合成立に必要な人数に足りている地区が、

最初の試合を開始した時点で付与する。ただし、１試合も行われることなく雨天中止になっ

た場合は、代表者会議に出席した地区すべてに付与する） 

ウ 得点合計が同得点の場合は、各種目の上位種目が多い方を上位とする。

９ 旭区民スポーツ祭実行委員会事務局 

 旭区役所地域振興課生涯学習支援係 

住 所 旭区鶴ケ峰１－４－１２ 

電 話 ０４５－９５４－６０９５ （平日の９時から 17 時まで） 

０９０－１８４７－２７７１ 代表者会議当日の 17 時から 20 時まで 

大会当日の７時から 17 時まで 

ＦＡＸ ０４５－９５５－３３４1 

※番号のおかけ間違いにご注意ください。

2



 

 

大会開催要項 

① 共通事項                  （P4～） 

② 代表者会議（抽選会）について     （P6～） 

③ 交通手段について             （P6～） 

 

大会種目別要項 

８

月

大

会 

少女ミニ・バスケットボール  （P7～） 

成人男女卓球 （P8～） 

あさひボッチャ （P9～） 

成人女子バレーボール （P10～） 

９

月

大

会 

成人男子ソフトボール （P11～） 

少年野球 （P13～） 

グラウンド・ゴルフ （P15～） 

11

月

大

会 

少年ソフトボール （P16～） 

成人男子インディアカ （P18～） 

三世代輪投げ （P19～） 
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① 共通事項

１ 本大会には、連合自治会町内会のエリア単位で選出された代表チームが参加するものとする。 

２ 参加申込書の提出によって登録された選手以外は、競技に参加することはできません。 

※参加申込書提出後（本大会代表者会議開催後）の登録選手の変更は一切認めません。

３ 各チームの監督（主将）は、会場受付でメンバー表（オーダー表）を受取り、試合開始３０ 

分前までに必要事項を記載のうえ提出してください。【時間厳守！】 

４ 競技に不適格者（年齢違反選手等）が出場した場合は、当該チームを失格とし、実施要項で定

めた得点及び参加点は与えないものとします。 

５ 試合開催会場は、トーナメント表を参照し、該当する試合会場へ集合してください。 

６ 試合開始時間は、試合の進行状況により前後する場合があります。試合を行うチーム双方に確

認のうえ、予定時間より早めて実施される場合もありますので、参加チームは早めにメンバー

表を提出し、会場へ集合するようにしてください。 

７ 表彰は全試合終了後、種目毎に表彰式を行います。１位から４位までのチームは必ず参加し 

てください。（１位、２位のチームはＡ面で、３位、４位のチームはＢ面で行います。） 

８ 雨天の場合、大会開催の有無については、７時以降にご自分の地区のスポーツ推進委員地区会

長宅あてに問い合せをしてください。 

９ 各チームは地区大会参加にあたってスポーツ傷害保険等に加入してください。 

地区大会中に生じた事故については、主催者は一切責任を負うことができません。 

但し、本大会当日においてはスポーツ傷害保険に加入しますので、本大会当日に生じた事故等

で入院・通院した場合は、スポーツ推進委員地区会長、旭区民スポーツ祭実行委員会事務局にお

申し出ください。 

10 大会会場で無用の場所には絶対に入らないでください。 

11 各チームは役員と協力し、それぞれ使用した場所の清掃を行ってください。 

 ゴミは各チーム責任を持ってお持ち帰りください。会場に設置されているゴミ箱には絶対に 

捨てないでください。 

12 貴重品はチーム又は個人で責任を持って管理してください。 

13 会場内は全面禁煙ですので、会場で喫煙場所がある場合は、会場の決められた場所以外での

喫煙は御遠慮ください。 

14 大会出場中の写真・記事・記録等のテレビ、新聞、インターネット等への掲載権は主催者 

に属します。 
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15 主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取扱います。 

 

16 新型コロナウイルス感染症対策として、各自大会当日の 1 週間前より体温測定結果を体調管理シートに記載して       

チーム代表者が全員の体調管理シートを管理してください。 

 

 

⚠注意⚠ 

 代表者会議で参加者申込書裏面にある注意事項に同意の上、参加受付となります。 

大会開催の 1 週間以内に 37.5℃以上の発熱や体調がすぐれない場合は大会に参加することがで

きませんのでご注意ください。 

 

 

17 原則として大会従事者及び参加者はマスクの着用をすること。 

  ※ただし、一部競技において、大会選手等はこの限りではない。 

   チームでの練習やウォーミングアップは原則としてマスク着用をすること。 

 

18 会場は無観客開催です。保護者同伴の種目についても密を避けるため、 

試合会場の外でお待ちいただくようになりますので、ご了承ください。 

※試合会場内での観戦はできません。 

 

19 当日の手指アルコール消毒励行と、応援は拍手で行うようご協力をお願いいたします。 

 

20 スポーツ祭の開催予定日より 30 日以内に、まん延防止期間及び緊急事態宣言が発令中の場

合は、皆様の安全確保を最優先とし、スポーツ祭の開催は中止とします。 

 

21 万が一開催中及び開催終了後に体調不良を訴え、PCR 検査受診後に陽性と分かった場合は 

 速やかに旭区スポーツ祭実行委員会事務局及びご自身の地区のスポーツ推進委員会長にご連 

絡ください。 

 

 

新型コロナウイルス感染症防止対策にご協力をよろしくお願いいたします。 
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② 代表者会議（抽選会）について 

 

１ 本大会に参加するチームは、必ず本大会代表者会議に出席しなければなりません。会議の開始 

時刻は 19 時とし、連絡なく開始時刻までに出席しない場合は棄権とします。 

 

２ 抽選開始時間   

(1) 各種目とも 18 時 30 分から受付を始め、19 時に抽選を行います。 

(2) 電車の遅れ等でやむをえず遅刻される方は、ご自分の地区のスポーツ推進委員会長もしく

は、旭区民スポーツ祭実行委員会事務局までご連絡ください。 

 

３ 提出書類 

 参加申込書（スポーツ推進委員地区会長から受取り）を会議の場で提出してください。 

 

４ 連絡先 

  旭区民スポーツ祭実行委員会事務局（旭区役所地域振興課内） 

  当日電話：０４５（９５４）６０９５ （17 時 15 分まで） 

※０９０－１８４７－２７７１（17 時 15 分以降） 

       ※この携帯電話番号は代表者会議及び、旭区民スポーツ祭大会当日のみ有効です。 

 

 

③ 交通手段について 

 

１ 大会会場へは、公共交通機関を御利用ください。（22 ページ参照） 

 

２ 大会会場は駐車場の台数が限られています。 

  やむを得ず自家用車を利用する場合は、１チーム１台（荷物運搬用）とさせていただきます。

駐車証をお渡ししますので、地区名と電話番号（緊急時にすぐ連絡が取れるもの）を記入して、

当日は外から見える位置に置いてください。 

なお、会場の移動（3 位決定戦等）がある場合は、役員の指示に従って移動してください。 

また、混雑時にはお待ちいただくこともありますが、各会場の係員の指示に従ってください。 

 

３ 駐車の件で近隣住民に絶対に迷惑をかけないようにしてください。 

  路上駐車は絶対にしないで下さい。 
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少 女 ミ ニ ・ バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 大 会 

 

１ 参加資格 

  旭区内在住の小学生女子。 

 

２ チーム編成 

 (1) １チームは、監督１名、コーチ２名、スコアラー１名、選手７名以上２０名以内とする。 

 (2) 監督、コーチは成人とし、「旭区に在住または在勤」とする。また、選手についてはチーム

を編成する地区内に居住する小学生女子とする。ただし、同じ小学校に通学し、他地区に居住

する小学生女子については、3 名まで選手として登録することができる。 

(3) (2)但書きの選手が３名を上回るチームに関しても、オープン参加として認める。1 回戦を実

施するが、敗退として扱う（当該チーム戦の相手は敗戦でも勝ちあがる）。オープン参加した

チームには、参加点を与えない。 

(4) 地区代表チームは、地区大会の優勝チームとする。 

 

３ 地区大会日程 

  地区大会は、令和４年 7 月 25 日までに行うものとする。 

 

４ 試合方法 

(1) 本大会はトーナメント方式とする。 

(2) 試合の方法およびルールについては、本要項および、旭区ミニ・バスケットボール競技規則・ 

審判規定に準ずる。 

 

５ 参加上の注意 

 (1) 選手はチームで統一されたユニフォームを着用し、背部に番号（４番からの連番で選手に割

り振られたもの）をそれぞれ示さなければならない。 

 (2) 選手は室内運動靴を着用しなければならない。 

 

６ 新型コロナウイルス感染症対策 

※一般社団法人神奈川県バスケットボール協会の感染症対策ガイドラインに準ずる。 

 (１) 選手はマスクの着脱をしてもよい。 

  ※ただし、大きな掛け声等は感染症対策のため控えること。 

(２)ハイタッチ等の身体的接触は避けること。 

(３)タオルやボトルの共有は避けること。 

（(２)、(３)は一般社団法人神奈川県バスケットボール協会の感染症対策ガイドラインの 

一部抜粋。） 

(４) その他「①共通事項」の（16）～（21）を遵守すること。 
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成 人 男 女 卓 球 大 会 

１ 参加資格 

旭区内在住で、令和４年８月６日時点で３０歳以上の男子及び２５歳以上の女子 

２ チーム編成 

(1) １チームは、監督１名を含めて 20 名以内とする。なお、参加資格を満たす者が、監督の場

合は、選手を兼ねることができる。

(2) 選手の男女内訳は、男子 10 名以内、女子 10 名以内とする。

(3) 地区代表チームは、地区大会の優勝チームとする。

３ 地区大会日程 

地区大会は、令和４年 7 月 25 日までに行うものとする。 

４ 試合方法 

(1) 本大会はトーナメント戦とする。

(2) 試合球は公式ボールを使用する。試合球は主催者が用意する。

(3) トーナメントは、１試合を１１点ゲーム、３セット先取とする。

５ 参加上の注意 

(1) 選手は、背部に地区名（半紙半裁大）及び姓を示さなければならない。

（ユニフォームに地区名が入っているものでも可）

(2) 選手は室内用運動靴を着用しなければならない。

(3) 審判の判定に対しての質問は、監督だけが行うことができる。

６ 新型コロナウイルス感染症対策 

※旭区卓球協会のガイドラインに準ずる。

(１) 選手は、試合中マスクの着脱をしてもよい。待機中の選手はマスク着用。

※ただし、大きな掛け声等は感染症対策のため控えること。

(２) 複数の物が同じボールを使用することをなるべく避けること。

(３) 卓球台の上で手を拭かない。

(４) シューズの裏を手で拭かない。

(５) ボールに触れた手で顔（特に目、鼻、口）を触らないようにすること。

（(２)～（５）は旭区卓球協会のガイドラインより一部抜粋。）

(６) その他「①共通事項」の（16）～（21）を遵守すること。
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あ さ ひ ボ ッ チ ャ 大 会  

 

１ 参加資格 

  旭区内在住の者 

 

２ チーム編成 

（１） １チームは監督１名、選手３名以上６名以内とする。 

（２） 監督は、選手を兼ねることができる。 

（３） 地区代表チームは、地区大会の優勝チームとする。 

 

３ 地区大会日程 

  地区大会は、令和 4 年 7 月 25 日までに行うものとする。 

 

４ 試合方法 

（１） 試合に必要な用具は、主催者が用意する。ただし、マイボールの持ち込みは可とする。 

（２） 本大会はトーナメント方式とする。 

（３） 本大会は、本実施要項及び「あさひボッチャルール」に基づき実施する。 

 

５ 参加上の注意 

（１） 監督は、選手の健康に十分留意して大会中の傷病防止に万全の配慮をしなければならない。 

（２） 選手は、胸部に地区名を表示するものとする。（ゼッケン、ビブスなど） 

（３） 選手は室内運動靴を着用しなければならない。 

（４）審判に対しての質問は、監督だけができるものとする。 

 

6 新型コロナウイルス感染症対策 

※日本ボッチャ協会の感染症対策ガイドラインに準ずる。 

（1）スローイングボックス内ではマスクの着脱をしてもよい。 

 ※ただし大きな声は感染症対策のため控えること 

（２）ボックス内にはプレイヤー１名のみ入ることができる。 

 他のプレイヤーについては後方で距離を保ち待機する事とする。 

（３）ボール及びランプ等の用具を取扱う前にプレイヤー及び介助者は手指の消毒を行うこと。 

 ※ボールへの消毒は、アルコールにより表面が傷んでしまう恐れがあるため、極力行わないこと

とします。ボールに触れる人を最小限とし、ボールの共有は原則禁止とします。 

（日本ボッチャ協会の感染症対策ガイドラインより一部抜粋。） 

（４）その他「①共通事項」の（16）～（21）を遵守すること。 
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成 人 女 子 バ レ ー ボ ー ル 大 会 

 

１ 参加資格 

  旭区内在住で、令和４年８月 14 日時点で２０歳以上の女子 

 

２ チーム編成 

 (1) １チームは、監督１名を含めて１５名以内とする。なお、参加資格を満たす女性が監督の場

合は選手を兼ねることができる。 

(2) 地区代表チームは、地区大会の優勝チームとする。 

 

３ 地区大会日程 

  地区大会は、令和４年 7 月 25 日までに行うものとする。 

 

４ 試合方法 

(1)  本大会はトーナメント方式とする。 

(2) 試合は３セット・マッチ、ラリーポイント制とする。 

(3) 各セットは 18 点を先に取ったチームの勝ちとする。 

(4) ジュースはなしとする。 

(5) チェンジ・コートは、セット終了毎に行う。最終セットでは、どちらかのチームが９点を先

取したときにもチェンジ・コートを行う。 

(6) ネットの高さは２．０５ｍとする。 

(7) 試合球は、４号ボールとする。試合球は主催者が用意する。 

(8)  選手の交代は、１セットにつき３回まで、１回につき３名以内とする。 

(9) 本大会は、本要項及び日本バレーボール協会９人制競技規則により実施する。 

 

５ 参加上の注意 

 (1) 選手は、胸部に地区名及び番号（半紙半裁大）、背部に番号をそれぞれ示さなければならな

い。（ユニフォームに地区名が入っているものでも可） 

 (2) 選手は室内用運動靴を着用しなければならない。 

 (3) 審判の判定に対しての質問は監督だけが行うことができる。 

 

６ 新型コロナウイルス感染症対策 

※公益財団法人日本バレーボール協会の大会運営ガイドラインに準ずる。 

（新型コロナウイルス感染症に関する防止対策 2021 年 3 月 5 日更新版） 

(1) 選手はマスクの着脱をしてもよい。 

  ※ただし、大きな掛け声等は感染症対策のため控えること。 

(2) 審判員の笛（私物）についても、ホイッスルカバー等の活用を奨励する。 

(3) その他「①共通事項」の（16）～（21）を遵守すること。 
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成 人 男 子 ソ フ ト ボ ー ル 大 会 

１ 参加資格 

旭区内在住で、令和 4 年 9 月 18 日時点で４０歳以上の男子 

２ チーム編成 

(1) １チームは、監督１名、コーチ２名、選手２０名以内とする。

(2) 監督およびコーチは選手を兼ねることができるが、選手登録の２０名を超えてはならない。 

(3) 地区代表チームは、地区大会の優勝チームとする。

３ 地区大会日程 

地区大会は、令和 4 年 9 月 5 日までに行うものとする。 

４ 試合方法 

(1) 塁間は、18．29 メートルとする。また、投手板と本塁間は、14．02 メートルとする。

試合球は、検定３号ボールとする。試合球は、主催者が用意する。

(2) 試合は、トーナメント方式とする。

(3) １試合は７回とする。ただし、3 回 15 点、４回 10 点、５回以降７点以上の差が生じた場

合は、得点差コールドゲームとする。また、試合開始後１時間を超えた場合は次の回には入ら

ないものとする。 

(4) ７回を終えた時点で同点の場合は、抽選により勝敗を決定する。（決勝戦については、８回

からタイブレーカーにより試合を継続する。） 

※「タイブレーカー」とは、無死・走者二塁を設定して試合を継続する方法で、二塁の走者は

前回の最後に打撃を完了したものとし、打者は前回から引き続く正位打者（正しい打順の打者）

とする。ただし、時間内タイブレーカーであり、試合時間を過ぎている場合は、抽選とする。 

(5) ファールボールは、各ベンチの側のチームが拾って本部に手渡すことを原則とする。

(6) 一塁コーチおよび三塁コーチには登録された監督、コーチ、選手があたる。

(7) 本大会は、本要項及び日本ソフトボール協会規則オフィシャルルールにより実施する。

５ 参加上の注意 

(1) 選手および監督は必ずユニフォームを着用し、胸部に地区名（半紙半裁大）、背部に番号を

それぞれ示さなければならない。（ユニフォームに地区名が入っているものでも可） 

番号は、監督が 30 番、コーチが 31 番・32 番、主将が 10 番、選手が１～99 番とする。 

(2) 選手は、必ず帽子を着用しなければならない。靴は、運動靴またはスパイク（金属製のスパ

イクは使用禁止）を着用しなければならない。

(3) 捕手は、捕手用ヘルメット、スロートガード付きマスク、プロテクター、レガースを着用し

なければならない。 

(4) 打者、打者走者、走者、コーチャーズボックスに入る者は、ヘルメットを着用しなければならない。

(5) 審判の判定に対しての抗議は、監督だけが行うことができる。

(6) 打ち合わせは、攻撃側１イニングに１回、守備側１回～7 回の間に三度(8 回以降は１イニン

グ中一度)に限り行うことができる。 

水分補給は充分に行い、監督・コーチは選手の体調を管理する。その為に試合中タイムをと

り、選手の体調を尋ねる時は、打ち合わせとしない【旭区民スポーツ祭ルール】 

11



６ 新型コロナウイルス感染症対策 

※公益財団法人日本ソフトボール協会の感染拡大予防ガイドラインに準ずる

(１) 打者、次打者、打者走者、走者、守備に入る者はマスクの着脱をしてもよい。

※ただし、大きな掛け声等は感染症対策のため控えること。

(２) コーチャーズボックス・ベンチ内はマスクの着用をすること。

(３) ハイタッチ等の身体的接触を避ける。

(４) タオル・ボトル等の共用は避けること。

  （(３)、（４）は公益財団日本ソフトボール協会の感染症対策ガイドラインより一部抜粋） 

(６ )その他「①共通事項」の（16）～（21）を遵守すること。 
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少  年  野  球  大  会 

 

１ 参加資格 

  旭区内の中学生男子。ただし、３名以内で小学６年生または中学生女子を参加させることがで

きる。 

 

２ チーム編成 

 (1) １チームは、監督１名、コーチ１名、選手２０名以内とする。 

 (2) 監督、コーチは成人とし、「旭区に在住または在勤」とする。また、選手についてはチーム

を編成する地区内に居住する中学生男子とする。ただし、同じ中学校に通学し、他地区に居住

する中学生男子については、3 名まで選手として登録することができるが、投手または捕手と

して参加することはできない。 

 (3) 地区代表チームは、地区大会の優勝チームとする。 

 

３ 地区大会日程 

  地区大会は、令和 4 年 9 月 5 日までに行うものとする。 

 

４ 試合方法 

 (1) 塁間は、27.43 メートルとする。また、投手板と本塁間は 18.44 メートルとする。 

 (2) 試合球は、軟式公認球 M 号ボールとする。試合球は、主催者が用意する。 

 (3) 試合は、トーナメント方式とする。 

 (4) １試合は７イニングとする。ただし、第５イニング以降において７点以上の得点差がある場

合は、コールドゲームとする。また、試合開始後１時間２０分を超えた場合は次のイニングに

は入らないものとする。 

 (5) 第７イニングを終えた時点で同点の場合は、抽選により勝敗を決定する。（決勝戦について

は、第９イニングまで延長戦を行うものとする。また、第９イニングを終えてなお同点の場合

は、第１０イニングからタイブレークにより試合を継続する。） 

  ※ 「タイブレーク」とは、一死走者二・三塁を設定して試合を継続する方法で、二・三塁の

走者は前のイニングの最後に打撃を完了したものとし、打者は、前のイニングから引き続く正

位打者（正しい打順の打者）とする。【旭区民スポーツ祭ルール】 

 (6) ファールボールは、各ベンチの側のチームが拾って本部に手渡すことを原則とする。 

 (7) 本大会は、本要項及び全日本軟式野球連盟規則により実施する。 

 

５ 参加上の注意 

 (1) 選手および監督は必ずユニフォームを着用し、胸部に地区名（半紙半裁大）、背部に番号を

それぞれ示さなければならない。（ユニフォームに地区名が入っているものでも可） 

 (2) 選手は、必ず帽子を着用しなければならない。なお、靴は運動靴またはスパイク（金属製の

スパイクは使用禁止）を着用しなければならない。 

 (3) 捕手は、ヘルメットおよびキャッチャーマスクを着用しなければならない。なお、レガース

は着用することが望ましい。 

 (4) 打者、打者走者、走者、コーチャーズボックスに入る者は、ヘルメットを着用しなければな

らない。 

 (5) 審判の判定に対しての質問は、監督だけが行うことができる。 
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６ 新型コロナウイルス感染症対策 

※日本少年野球連盟の感染症対策ガイドラインに準ずる。

(１) 打者、打者走者、走者に入る者はマスクの着脱をしてもよい。

※ただし、大きな掛け声等は感染症対策のため控えること。

(２) コーチャーズボックス・ベンチ内はマスクの着用をすること。

(３) 選手の練習については、一定の距離を保てる場合、マスク着用は不要とする。

（日本少年野球連盟の感染症対策ガイドラインより一部抜粋。）

(４) その他「①共通事項」の（16）～（21）を遵守すること。
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グ ラ ウ ン ド ・ ゴ ル フ 大 会 

 

１ 参加資格 

  旭区内在住の者。 

 

２ チーム編成 

 (1) １チームは監督１名、選手５名以上１０名以内とする。 

 (2) 試合は 1 チーム５名で行う。 

(3) 監督は選手を兼ねることができるが、選手登録の１０名を越えてはならない。 

 (4) 選手の男女、年齢は問わない。 

 (5) 代表チームは地区大会の優勝チームとする。 

 

３ 地区大会日程 

  地区大会は、令和 4 年 9 月 5 日までに行うものとする。 

 

４ 試合方法 

(1)  本大会はトーナメント方式とする。 

(2) 試合方法はチーム戦とし、コースを１回（８ホール）まわることとする。 

 (3) 予選および決勝戦の順位については下記のア～エの内容で決定する。 

ア チーム内の全プレーヤーの総打数を合計して、合計打数の少ないチームを勝ちとする。 

イ アが同じ場合は、最小合計打数者の多いチームを勝ちとする。 

ウ ア、イが同じ場合は、ホールインワンが多いチームの勝ちとする。 

  エ ア、イ、ウが同じ場合は抽選により決定する。 

(4) スタートするホールは、主催者の一任とする。 

(5) 打順については、ホールポストごとに１ホール目は１番、２ホール目以降は２番からと順番

を替えて打つ。 

(6) 本大会は、本要項及び日本グラウンド・ゴルフ協会規則により実施する。 

 

５ 参加上の注意 

(1) 監督および選手は健康に十分留意して大会中の傷病防止に万全の配慮をしなければならな

い。 

(2) 選手は、胸部に地区名（半紙半裁大）を示さなければならない。 

(3) 原則、選手が試合途中に交代することはできない。しかし、傷病等のやむをえない場合のみ、

途中で交代することができる。 

 

６ 新型コロナウイルス感染症対策  

 ※日本グラウンド・ゴルフ協会の感染症対策ガイドラインに準ずる。 

(1) その他「①共通事項」の（16）～（21）を遵守すること。 
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少 年 ソ フ ト ボ ー ル 大 会 

１ 参加資格 

  旭区内在住の小学生男子。ただし、３名以内に限り、女子を参加させることができる。 
 

２ チーム編成 

 (1) １チームは、監督１名、コーチ２名、スコアラー１名、選手２０名以内とする。ただし、ス

コアラーは置かなくてもよい。 

 (2) 監督、コーチは成人とし、「旭区に在住または在勤」とする。また、選手についてはチーム

を編成する地区内に居住する小学生男子および女子とする。ただし、同じ小学校に通学し、他

地区に居住する小学生男子および女子については、3 名まで選手として登録することができる

が、投手または捕手として参加することはできない。 

 (3) 地区代表チームは、地区大会の優勝チームとする。 
 

３ 地区大会日程 

  地区大会は、令和 4 年 10 月 17 日までに行うものとする。 
 

４ 試合方法 

 (1) 塁間は、16.76 メートルとする。また、投手板と本塁間は 10.67 メートルとする。 

    試合球は、検定２号ボールとする。試合球は、主催者が用意する。 

 (2) 試合は、トーナメント方式とする。 

 (3) １試合は、７回とする。ただし、3 回 15 点、４回 10 点、５回以降７点以上の差が生じた

場合は、得点差コールドゲームとする。また、試合開始後１時間を超えた場合は次の回には入

らないものとする。 

 (4) ７回を終えた時点で同点の場合は、抽選により勝敗を決定する。（決勝戦については、８回

からタイブレーカーにより試合を継続する。）   

※「タイブレーカー」とは、無死・走者二塁を設定して試合を継続する方法で、二塁の走者は

前回の最後に打撃を完了したものとし、打者は前回から引き続く正位打者（正しい打順の打者）

とする。ただし、時間内タイブレーカーであり、試合時間を過ぎている場合は、抽選とする。 

 (5) ファールボールは、各ベンチの側のチームが拾って本部に手渡すことを原則とする。 

(6) 一塁コーチおよび三塁コーチには登録された監督、コーチ、選手があたる。 

 (7) 本大会は、本要項及び日本ソフトボール協会オフィシャルルールにより実施する。 
 

５ 参加上の注意 

(1) 選手および監督は必ずユニフォームを着用し、胸部に地区名（半紙半裁大）、背部に番号を 

それぞれ示さなければならない。（ユニフォームに地区名が入っているものでも可） 

番号は、監督が 30 番、コーチが 31 番・32 番、主将が 10 番、選手が１～99 番とする。 

 (2) 選手は、必ず帽子を着用しなければならない。靴は、運動靴またはスパイク（金属製のスパ

イクは使用禁止）を着用しなければならない。 

 (3) 捕手は、捕手用ヘルメット、スロートガード付きマスク、プロテクター、レガースを着用し

なければならない。 

 (4) 打者、打者走者、走者、コーチャーズボックスに入る者は、ヘルメットを着用しなければならない。 

 (5) 審判の判定に対しての抗議は、監督だけが行うことができる。 

(6) 打ち合わせは、攻撃側１イニングに１回、守備側１回～7 回の間に三度(8 回以降は１イニン      

  グ中一度)に限り行うことができる。 

水分補給は充分に行い、監督・コーチは選手の体調を管理する。その為に試合中タイムをと

り、選手の体調を尋ねる時は、打ち合わせとしない【旭区民スポーツ祭ルール】 
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６ 新型コロナウイルス感染症対策 

※公益財団法人日本ソフトボール協会の感染拡大予防ガイドラインに準ずる

(１) 打者、打者走者、走者に入る者はマスクの着脱をしてもよい。

※ただし、大きな掛け声等は感染症対策のため控えること。

(２) コーチャーズボックス・ベンチ内はマスクの着用すること。

(３) 円陣は行わない。

(４) 握手、ハイタッチ、グータッチ、ハグなどの身体的接触は避けること。

(５) タオル・ペットボトル等の共用は避けること。

（(３)、（４）、（５）は公益財団法人日本ソフトボール協会の感染拡大予防ガイドラインより一

部抜粋） 

(６) その他「①共通事項」の（16）～（21）を遵守すること。
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成 人 男 子 イ ン デ ィ ア カ 大 会 

１ 参加資格 

旭区内在住で、令和４年 11 月 3 日時点で３５歳以上の男子 

２ チーム編成 

(1) １チームは、監督１名、選手４名以上１０名以内とする。監督は選手を兼ねることができる

が、選手登録の１０名を越えてはならない。 

(2) 地区代表チームは、地区大会の優勝チームとする。

３ 地区大会日程 

地区大会は、令和４年 10 月 17 日までに行うものとする。 

４ 試合方法 

(1) 競技は４人制とする。

(2) 本大会はトーナメント方式とする。

(3) 競技はラリーポイント制でとする。

(4) 競技は３セットで行い、２セットを先取したチームを勝ちとする。

(5) 各セットは 18 点を先に取ったチームを勝ちとする。

(6) ジュースはなしとする。

(7) チェンジ・コートはセット終了毎に行う。ただし、最終セットで、どちらかのチームが９点

を先取したときにも、チェンジ・コートを行う。 

(8) コートは、バドミントンのシングルス・ダブルス兼用コートの外側ラインを使用する。ネッ

トの高さは、２．１５ｍとする。

(9) 本大会は、本要項及び横浜市インディアカ協会競技規則により実施する。

５ 参加上の注意 

(1) 選手及び監督は、胸部に地区名（半紙半裁大）、背部に番号をそれぞれ示さなければならな

い。（ユニフォームに地区名が入っているものでも可） 

(2) 選手は室内用運動靴を着用しなければならない。

(3) 審判の判定に対しての質問は、監督だけが行うことができる。

(4) その他「①共通事項」の（16）～（20）を遵守すること。

６ 新型コロナウイルス感染症対策 

※一般社団法人日本インディアカ協会の感染症ガイドラインに準ずる。

(1) 選手はマスクの着脱をしてもよい。

※ただし、大きな掛け声等は感染症対策のため控えること

(2) 握手やハイタッチ等の身体的接触はなるべく避けること。

（一般社団法人日本インディアカ協会の感染症対策ガイドライン 一部抜粋） 

(3)その他「①共通事項」の（16）～（21）を遵守すること。
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三  世  代  輪  投  げ  大  会 

１ 参加資格 

 旭区在住で、令和４年 11 月２日時点で①小学生以上２０歳未満の者、②２０歳以上６０歳未

満の者、③６０歳以上の者とし、他の世代のグループには入れない。 

２ チーム編成 

(1) １チームは、各世代からそれぞれ３名を選出した合計９名で構成する。

(2) 選手の登録は、12 人以内とする。

(3) 選手の男女別は問わない。

(4) 監督は選手を兼ねることができるが、選手登録の 12 人を超えてはならない。

(5) 代表チームは原則地区大会の優勝チームとする。

３ 地区大会日程 

地区大会は、令和４年 10 月 17 日までに行うものとする。 

４ 試合方法 

(1) 本大会は、トーナメント方式とする。

(2) 投げる回数は１人２回とし、１回につき９本の輪を連続して投げる。

(3) 片方のチームの選手１人が１回目の投輪を終えた後、もう片方のチームの選手１人が１回目

の投輪を行う（交互にこれを繰り返す）。 

(4) 各チームにおいて輪を投げる順番は、①小学生以上２０歳未満の者、②２０歳以上６０歳未

満の者、③６０歳以上の者とし、各世代の選手が一人ずつ交代で投げるものとする。 

(5) 勝敗は２回の得点数の合計により決定する。

同点の場合は、１回目の得点が多いチームを勝ちとする。

さらに同点の場合は、９人のくじにより決定する。

(6) 輪を投げる位置はスローイングラインからとする。

スローイングラインは、各世代とも輪投げ台の最前部から３メートルとする。

(7) このスローイングラインを超えて投げた点数は無効とする。また、スローイングの際は両足

を地面（床）に着けていなければならない。 

(8) 得点は、１人連続９本の輪を投げ、９本の的棒の下に表示されている数字の合計とする。

ただし、縦・横・斜めに３つ並んで入った場合は、１列につき５点加算する。

また、的棒全部に入った場合は、１００点とする。

５ 参加上の注意 

(1) 監督は、競技者の健康に十分留意して大会中の傷病防止に万全の配慮をしなければならない。 

(2) 選手は、胸部に地区名（半紙半裁大）を示さなければならない。

(3) 選手は、室内用運動靴を着用しなければならない。

(4) 審判の判定に対しての質問は、監督だけが行うことができる。

６ 新型コロナウイルス感染症対策 

  その他「①共通事項」の（16）～（21）を遵守すること。 
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行 事 名 種　 　目 日付

6月 25日 （土） ・総合開会式　14：00～ 公会堂　講堂

7月 26日 （火） ８月大会代表者会議 ・少女ミニ・バスケットボール 公会堂　和室

19：00～ ・成人男女卓球 公会堂　１号会議室

・あさひボッチャ 公会堂　講堂

・成人女子バレーボール 公会堂　講堂

8月 6日 （土） 【８月大会】 ・少女ミニ・バスケットボール 6日 A B A 白根地区センター

8月 7日 （日） 試合開始時間 7日 A B 旭スポーツセンター

９：００～ ・成人男女卓球 7日 旭スポーツセンター

・あさひボッチャ 7日 旭スポーツセンター

8月 14日 （日） ・成人女子バレーボール 14日 A B C A 旭スポーツセンター

B 旭スポーツセンター

C 旭スポーツセンター

9月 6日 （火） 9月大会代表者会議 ・成人男子ソフトボール 公会堂　和室

19：00～ ・少年野球 公会堂　講堂

・グラウンド・ゴルフ 公会堂　１号会議室

9月 18日 （日） ・成人男子ソフトボール 18日 A B C A 日向根公園

9月 25日 （日） （グレーは予備日・予備会場） 25日 A B C B 若葉台公園

2日 A B C 旧若葉台西中学校

【９月大会】 ・少年野球 18日 A B C A 今宿中学校

予備日 試合開始時間 （グレーは予備日・予備会場） 25日 A B D B 若葉台中学校

10月 2日 （日） ９：００～ 2日 A B C 上白根中学校

D 旧若葉台西中学校

・グラウンド・ゴルフ 18日 A A 左近山特別支援学校

（グレーは予備日・予備会場） 25日 B B 若葉台特別支援学校

10月 18日 （火） 11月大会代表者会議 ・少年ソフトボール 公会堂　講堂

19：00～ ・成人男子インディアカ 公会堂　和室

・三世代輪投げ 公会堂　１号会議室

11月 3日 （木・祝） 【11月大会】 ・少年ソフトボール 3日 A B C

11月 6日 （日） 試合開始時間 6日 A D C

予備日 ９：００～ 13日 A ◆

A 白根公園

Ｂ 四季の森小学校

C 今宿西町多目的公園

Ｄ 旧ひかりが丘小学校

11月 13日 （日） ・成人男子インディアカ 3日 旭スポーツセンター

・三世代輪投げ 3日 旭スポーツセンター

11月 19日 （土） ・総合表彰式　14：00～ 公会堂　講堂

網掛け部分は雨天予備日・予備会場です。 　本部：８月と11月は旭スポーツセンター、9月は若葉台中学校になります。

202２旭区民スポーツ祭（実施予定表）
※新型コロナウイルス感染症の状況により、大会の全ての予定が変更又は中止になる場合がございます。

期 日 会　 　場

（グレーは予備日・予備会場）

（※Ｂ会場変更／Ｄ会場追加）

（※13日◆会場は調整中）

00850235
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競 技 委 員 長 岩 﨑 貢

競 技 副 委 員 長 長 沼 伸 行

競 技 副 委 員 長 土 岐 武 信

競 技 副 委 員 長 阿 久 津 康 久

種　目　別　部　会 部長

　総 　務 　部 　会 長沼 土岐 阿久津

少女ミニ・バスケットボール 庄司（行弘）

成　人　男　女　卓　球 岩城

あさひボッチャ 須藤 庄司（正良） 小田

成人女子バレーボール 高井 庄司（行弘） 桜井

成人男子ソフトボール 衛藤 志賀 松田

少　年　野　球 佐藤 石塚 桜井

グラウンド・ゴルフ 上畑

少年ソフトボール 庄司（正良） 佐藤 小林

成人男子インディアカ 須藤

三　世　代　輪　投　げ 浅井 岩城 松田

副部長

小林

志賀

高井

石塚

（ 〃 副 会 長 ）

（ 〃 副 会 長 ）

（ 〃 副 会 長 ）

（ 旭 区 ス ポ ー ツ 推 進 委 員 連 絡 協 議 会 会 長 ）

競 技 及 び 種 目 別 運 営 委 員 名 簿

８
月
大
会

９
月
大
会

11

月

大

会
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会　場　名 利 　用　 交　 通　 機　 関

白根地区センター
・相鉄線「鶴ヶ峰駅」から徒歩１３分

バスターミナル乗り場から、西ひかりが丘行、中山駅行、旭台行、横浜動物園行のバスで「代官前」下車

旭スポーツセンター
・相鉄線「二俣川駅」（南口１番乗り場）から相鉄バス左近山団地、東戸塚駅他

「左近山第1」下車徒歩3分

日向根公園
・相鉄線「三ツ境駅」（北口）からバス「若葉台中央」行「若葉台近隣公園前」下車徒歩２分
・相鉄線「鶴ヶ峰駅」（北口）から神奈中バス「若葉台中央」行「若葉台近隣公園前」下車徒歩２分

若葉台公園
・相鉄線「三ツ境駅」（北口）から相鉄バス「若葉台中央」行「若葉台南」下車徒歩5分
・相鉄線「鶴ヶ峰駅」（北口）から神奈中バス「若葉台中央」行「若葉台南」下車徒歩5分

旧若葉台西中学校 ・相鉄線「三ツ境駅」（北口）から相鉄バス「若葉台中央」行「地区公園」下車徒歩１０分

今宿中学校
・相鉄線「鶴ヶ峰駅」下車

神奈中バス１１５系統　今宿ハイツ循環今宿中学校前　下車 　徒歩３分

若葉台中学校 ・相鉄線「三ツ境駅」（北口）から相鉄バス「若葉台中央」行「若葉台中学校前」下車徒歩３分

上白根中学校

・相鉄線「鶴ヶ峰駅」下車
鶴ヶ峰バスターミナルより【相鉄バス】７番乗り場　旭11 「西ひかりが丘 or 中山駅行」

四季の森小学校（約２０分）下車  　正門まで徒歩５分
・JR横浜線「中山駅」南口下車

【相鉄バス】１番乗り場　旭11「鶴ケ峰駅行き」　市営集会場前（約１５分）下車　徒歩2分
※旭13「よこはま動物園行き」のバスの中に「市営集会場前」停車のものがあるので乗車前に確認し

てくだ
さい。

左近山特別支援学校

・相鉄線「二俣川駅」下車
【バス】南口①番のりば

　　［旭1］ 左近山第5 ゆき、左近山第6 ゆき、左近山/市沢町経由 鶴ヶ峰駅 ゆき
　　［旭6］ 左近山/市沢町経由 東戸塚駅西口 ゆき、左近山経由 東戸塚駅西口 ゆき
　　≪左近山第4下車  徒歩3分≫

若葉台特別支援学校

・相鉄線「三ツ境駅」下車
神奈川中央交通バス・相鉄バス 116系統『近隣公園経由　若葉台中央』行き（約20分）
→『若葉台南』下車　徒歩2分

・相鉄線「鶴ヶ峰駅」下車
神奈川中央交通バス05系統/115系統『若葉台中央』行き→『若葉台南』下車　徒歩２分

白根公園
・相鉄線「鶴ヶ峰駅」から徒歩１３分

バスターミナル乗り場から、西ひかりが丘行、中山駅行、旭台行、横浜動物園行のバスで「代官前」下車

上白根大池公園
・相鉄線「鶴ヶ峰駅」より旭11系統　西ひかりが丘行

「上白根町バス停」から上白根大池公園まで 徒歩2分

今宿西町多目的公園
・相鉄線「鶴ヶ峰駅」より市営バス　若葉台中央〔横浜〕行

今宿〔横浜市〕バス停下車　今宿西町多目的公園　徒歩５分

　利 用 交 通 機 関 の ご 案 内
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